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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静止画の記録を指示する指示手段と、
　前記指示手段による静止画の記録指示に応じて、撮像手段により撮像された静止画と、
前記撮像手段により撮像された動画とを、記録媒体に記録するように制御する制御手段と
、
　前記静止画から被写体を検出し、所定の被写体が含まれているかを判定する判定手段と
、を有し、
　前記制御手段は、前記静止画の記録指示に応じて記録する静止画に前記所定の被写体が
含まれると前記判定手段により判定された場合に、前記所定の被写体が含まれる複数の静
止画にそれぞれ対応する複数の動画が連続再生されるように記録するために、前記静止画
の記録指示に応じて記録する動画を所定の動画に追記して記録するように制御し、前記静
止画の記録指示に応じて記録する静止画に前記所定の被写体が含まれないと前記判定手段
により判定された場合には、前記静止画の記録指示に応じて動画を記録しないように制御
することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記所定の被写体が含まれる複数の静止画にそれぞれ対応する複数の
動画を１つの動画ファイルとして記録するように制御することを特徴とする請求項１に記
載の撮像装置。
【請求項３】
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　前記制御手段は、前記静止画の記録が指示される前に撮像された所定時間の動画を、前
記静止画に対応する動画として記録することを特徴とする請求項１または２に記載の撮像
装置。
【請求項４】
　前記所定の被写体を事前に登録する登録手段を有し、
　前記登録手段は、前記撮像手段により撮像された静止画に含まれる被写体を前記所定の
被写体として登録することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の撮像装
置。
【請求項５】
　静止画の記録を指示する指示手段と、
　前記指示手段による静止画の記録指示に応じて、撮像手段により撮像された静止画と、
前記撮像手段により撮像された動画とを、記録媒体に記録するように制御する制御手段と
、
　前記静止画から被写体を検出し、所定の被写体が含まれているかを判定する判定手段と
、を有し、
　前記制御手段は、前記判定手段により前記所定の被写体が含まれると判定される複数の
静止画に対応する複数の動画について、当該複数の動画が連続再生されるように第１のダ
イジェスト動画として記録し、前記判定手段による判定結果にかかわらず、複数の静止画
に対応する複数の動画を、前記第１のダイジェスト動画とは別の第２のダイジェスト動画
として記録するように制御することを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　静止画の記録を指示する指示手段と、
　前記指示手段による静止画の記録指示に応じて、撮像手段により撮像された静止画と、
前記撮像手段により撮像された動画とを、記録媒体に記録するように制御する制御手段と
、
　前記静止画から被写体を検出し、所定の被写体が含まれているかを判定する判定手段と
、を有し、
　前記制御手段は、前記静止画の記録指示に応じて記録する静止画に前記所定の被写体が
含まれると前記判定手段により判定された場合に、前記所定の被写体が含まれると判定さ
れる複数の静止画に対応する複数の動画が連続再生されるように、前記所定の被写体が含
まれると判定される静止画に対応する動画を前記記録媒体に記録されている第１の動画に
追記し、前記静止画の記録指示に応じて記録する静止画に前記所定の被写体が含まれない
と前記判定手段により判定された場合には、前記所定の被写体が含まれないと判定される
静止画に対応する動画を、前記記録媒体に記録されている、前記第１の動画とは別の第２
の動画に追記するように制御することを特徴とする撮像装置。
【請求項７】
　静止画の記録を指示する指示手段を有する撮像装置の制御方法であって、
　前記指示手段による静止画の記録指示に応じて、撮像手段により撮像された静止画と、
前記撮像手段により撮像された動画とを、記録媒体に記録するように制御する制御ステッ
プと、
　前記静止画から被写体を検出し、所定の被写体が含まれているかを判定する判定ステッ
プと、を有し、
　前記制御ステップでは、前記静止画の記録指示に応じて記録する静止画に前記所定の被
写体が含まれると前記判定ステップにより判定された場合に、前記所定の被写体が含まれ
る複数の静止画にそれぞれ対応する複数の動画が連続再生されるように記録するために、
前記静止画の記録指示に応じて記録する動画を所定の動画に追記して記録するように制御
し、前記静止画の記録指示に応じて記録する静止画に前記所定の被写体が含まれないと前
記判定ステップにより判定された場合には、前記静止画の記録指示に応じて動画を記録し
ないように制御することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項８】
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　静止画の記録を指示する指示手段を有する撮像装置の制御方法であって、
　前記指示手段による静止画の記録指示に応じて、撮像手段により撮像された静止画と、
前記撮像手段により撮像された動画とを、記録媒体に記録するように制御する制御ステッ
プと、
　前記静止画から被写体を検出し、所定の被写体が含まれているかを判定する判定ステッ
プと、を有し、
　前記制御ステップでは、前記判定ステップにより前記所定の被写体が含まれると判定さ
れる複数の静止画に対応する複数の動画について、当該複数の動画が連続再生されるよう
に第１のダイジェスト動画として記録し、前記判定ステップによる判定結果にかかわらず
、複数の静止画に対応する複数の動画を、前記第１のダイジェスト動画とは別の第２のダ
イジェスト動画として記録するように制御することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項９】
　静止画の記録を指示する指示手段を有する撮像装置の制御方法であって、
　前記指示手段による静止画の記録指示に応じて、撮像手段により撮像された静止画と、
前記撮像手段により撮像された動画とを、記録媒体に記録するように制御する制御ステッ
プと、
　前記静止画から被写体を検出し、所定の被写体が含まれているかを判定する判定ステッ
プと、を有し、
　前記制御ステップでは、前記静止画の記録指示に応じて記録する静止画に前記所定の被
写体が含まれると前記判定ステップにより判定された場合に、前記所定の被写体が含まれ
ると判定される複数の静止画に対応する複数の動画が連続再生されるように、前記所定の
被写体が含まれると判定される静止画に対応する動画を前記記録媒体に記録されている第
１の動画に追記し、前記静止画の記録指示に応じて記録する静止画に前記所定の被写体が
含まれないと前記判定ステップにより判定された場合には、前記所定の被写体が含まれな
いと判定される静止画に対応する動画を、前記記録媒体に記録されている、前記第１の動
画とは別の第２の動画に追記するように制御することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１０】
　コンピュータを、請求項１ないし６のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静止画と動画を関連付けて記録する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近のデジタルカメラの中には、静止画を記録すると同時に、静止画の記録開始指示時
点よりも所定時間遡った時点からの動画を記録し、一日の間に記録した動画を一つの動画
ファイルとして連結し記録する機能が搭載されたものがある。
【０００３】
　しかしながら、静止画記録後すぐに自動的に動画が連結して記録されるため、ユーザが
連結の対象とする動画を選択することができず、不要な動画も連結して記録してしまう。
例えば、特定の被写体に着目した動画を生成したいというユーザの要求があった場合、連
結して記録された動画ファイルから特定の被写体が写っている部分を抽出するという動画
編集作業が別途必要となる。
【０００４】
　これに対し、特許文献１では、撮像した動画の中から、特定の被写体が記録されている
部分を自動的に抽出し、この抽出した部分の動画を連結して特定の被写体に着目した１つ
の動画を生成する技術が開示されている。また、特許文献２では、記録された静止画ある
いは動画の中から、個人認識技術により、特定の被写体が写っている静止画あるいは動画
のみを検索して再生する技術が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２１５４３４号公報
【特許文献２】特開２００７－３２９６７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１では、記録済みの動画から所望のシーンの抽出を行うた
め、撮影継続中に途中経過として特定の被写体が記録されている部分を確認したい場合、
確認のたびに毎回抽出処理が必要となる。そのため、毎回抽出処理の操作を行うのは面倒
である上、動画の記録時間あるいは記録数によっては抽出処理に長時間必要となり、特定
の被写体に着目した動画をすぐに確認することができない場合がある。
【０００７】
　また、上記特許文献２では、複数の静止画あるいは動画が検索結果として出力されるだ
けである。そのため、特定の被写体に着目した１つの動画を生成したいというユーザの要
求を満たすことができない。
【０００８】
　本発明では、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、静止画とその静止画の記録開始か
ら所定時間遡った時点からの動画とを関連付けて記録する際に、特定の被写体に着目した
動画を容易に生成できる技術を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の撮像装置は、静止画の記録を指示
する指示手段と、前記指示手段による静止画の記録指示に応じて、撮像手段により撮像さ
れた静止画と、前記撮像手段により撮像された動画とを、記録媒体に記録するように制御
する制御手段と、前記静止画から被写体を検出し、所定の被写体が含まれているかを判定
する判定手段と、を有し、前記制御手段は、前記静止画の記録指示に応じて記録する静止
画に前記所定の被写体が含まれると前記判定手段により判定された場合に、前記所定の被
写体が含まれる複数の静止画にそれぞれ対応する複数の動画が連続再生されるように記録
するために、前記静止画の記録指示に応じて記録する動画を所定の動画に追記して記録す
るように制御し、前記静止画の記録指示に応じて記録する静止画に前記所定の被写体が含
まれないと前記判定手段により判定された場合には、前記静止画の記録指示に応じて動画
を記録しないように制御する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、静止画とその静止画の記録開始から所定時間遡った時点からの動画と
を関連付けて記録する際に、特定の被写体に着目した動画を容易に生成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る実施形態の装置構成を示すブロック図。
【図２】本実施形態の顔登録処理を示すフローチャート。
【図３】本実施形態の顔登録処理における表示画面を例示する図。
【図４】実施形態１の動作フローチャート。
【図５】実施形態２の動作フローチャート。
【図６】実施形態３の装置構成を示すブロック図。
【図７】実施形態３のマップファイルを例示する図。
【図８】実施形態３の動作フローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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　以下に、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。尚、以下に説明する実
施の形態は、本発明を実現するための一例であり、本発明が適用される装置の構成や各種
条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明は以下の実施の形態に限定
されるものではない。また、後述する各実施形態の一部を適宜組み合わせて構成しても良
い。
【００１３】
　［実施形態１］以下、本発明を、例えば、動画や静止画を撮影するデジタルカメラなど
の撮像装置に適用した実施形態について説明する。なお、本発明は、カメラが搭載された
スマートフォン等の携帯型電子機器にも広く適用可能である。
【００１４】
　なお、以下の説明において、静止画の記録開始指示時点よりも所定の時間遡った時点か
ら静止画の記録開始指示時点までの期間をプリＲＥＣ期間、プリＲＥＣ期間に撮像装置１
００が撮像する動画をプリＲＥＣ動画とする。また、プリＲＥＣ動画を静止画と関連付け
て記録すると共にプリＲＥＣ動画同士を連結してダイジェスト動画として記録するモード
をプリＲＥＣダイジェスト動画記録モードとする。なお、連結とは、動画ファイルを再生
した場合、記録媒体に記録された動画データとＲＡＭに記憶された動画データとが連続再
生できるようにすることをいう。
【００１５】
　すなわち、本実施形態の撮像装置１００は、プリＲＥＣダイジェスト動画記録モードと
、動画は記録せずに静止画のみを記録する通常記録モードとを有している。
【００１６】
　＜装置構成＞図１を参照して、本発明に係る実施形態の撮像装置の構成及び機能の概略
について説明する。
【００１７】
　図１に示す撮像装置１００において、ＣＰＵ１０１は、装置全体を統括して制御する演
算処理装置であって、ＲＯＭ１０６に格納されたプログラムを実行することで、後述する
フローチャートの各処理を実現する。ＲＡＭ１０５は、ＣＰＵ１０１の動作用の定数、変
数、ＲＯＭ１０６から読み出したプログラムなどを展開するワークメモリとしても使用さ
れる。また、ＣＰＵ１０１は、メモリや表示部１１３などを制御することにより表示制御
も行う。
【００１８】
　撮像素子１０２は、被写体の光学像を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳからなるイ
メージセンサである。Ａ／Ｄ変換回路１０３は、撮像素子１０２のアナログ信号出力をデ
ジタル信号に変換する。タイミング発生回路１０４は、ＣＰＵ１０１により制御され、撮
像素子１０２やＡ／Ｄ変換回路１０３にクロック信号や制御信号を供給する。
【００１９】
　ＲＡＭ１０５には、撮像素子１０２により撮像された動画や静止画のデータも格納され
、所定枚数の静止画や所定時間の動画を格納するのに十分な容量を備えている。また、Ｒ
ＡＭ１０５はプリＲＥＣダイジェスト動画記録モードにおいて、常に最新のプリＲＥＣ動
画を記憶するリングバッファ構成の領域である。
【００２０】
　静止画信号処理回路１０７は、Ａ／Ｄ変換回路１０３からの静止画のデータ或いはＲＡ
Ｍ１０５から読み出した静止画のデータに対して所定の現像処理を行う。同様に、動画信
号処理回路１０８は、Ａ／Ｄ変換回路１０３からの動画のフレームデータ或いはＲＡＭ１
０５から読み出した動画のフレームデータに対して所定の現像処理を行う。
【００２１】
　撮影スイッチ１０９は、ユーザがＣＰＵ１０１に対して静止画や動画の記録開始／停止
の指示を入力するためのスイッチである。
【００２２】
　操作部１１０はユーザがＣＰＵ１０１に対して各種の動作指示を入力するための操作手
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段であり、スイッチやダイアル、タッチパネルなど構成される。操作部１１０は、撮影モ
ードと再生モードの切り替えや、プリＲＥＣダイジェスト動画記録モードと通常記録モー
ドの切り替え、遡る時間の設定なども行える。
【００２３】
　画像解析回路１１１は、Ａ／Ｄ変換回路１０３からの静止画や動画のデータ、或いはＲ
ＡＭ１０５から読み出した静止画や動画のデータに対して画像解析を行う。
【００２４】
　画像解析回路１１１は、個人認証手段として、顔認識部１１１ａと顔判別部１１１ｂと
を有する。顔認識部１１１ａは、静止画から顔の構成要素である目、鼻、口等の形状を満
たす特徴量を抽出し、それらを包含する領域を顔領域として認識する。
【００２５】
　顔判別部１１１ｂは、顔認識部１１１ａによって認識した顔と、既に顔登録されている
顔とを比較し、同一人物か否かを判別する。
【００２６】
　顔登録用メモリ１１２には、顔認識部１１１ａで認識された顔の中から、ユーザが選択
した登録したい顔情報が登録される。
【００２７】
　表示部１１３はＬＤＣなどからなり、撮像素子１０２により得られる静止画や動画の逐
次表示（ＥＶＦ）、記録媒体２００から読み出した静止画や動画の再生、必要に応じて各
種設定用のＧＵＩ画面を表示する。
【００２８】
　インタフェース回路１１４は、ＣＰＵ１０１の制御により、外部記憶装置としての記録
媒体２００に対するデータの書き込みや読み出しを制御する。コネクタ１１５は、ＣＰＵ
１０１がインタフェース回路１１４を介して記録媒体２００に対するデータの書き込みや
読み出しが可能となるように、撮像装置１００と記録媒体２００とを接続する。
【００２９】
　メモリカードやハードディスクなどの記録媒体２００は、撮像装置１００との接続を行
うコネクタ２０１、撮像装置１００に対するアクセスを制御するインタフェース回路２０
２、半導体メモリや磁気ディスクなどから構成される記録部２０３を備えている。
【００３０】
　本実施形態では、外部記憶装置を装着するインタフェースおよびコネクタ（メモリスロ
ット）を一系統持つものとして説明しているが、複数系統を備える構成としても構わない
。また、規格の異なるインタフェースおよびコネクタを複数系統組み合わせて構成しても
良い。更にまた、無線通信インタフェースに対応させることにより、他の無線通信可能な
外部機器との間で動画や静止画のデータ転送を可能として構成としても良い。
【００３１】
　＜顔登録処理＞次に、図２を参照して、本実施形態の撮像装置による顔登録処理につい
て説明する。
【００３２】
　なお、図２の処理は、ＣＰＵ１０１が、ＲＯＭ１０６に格納されたプログラムを、ＲＡ
Ｍ１０５のワークエリアに展開し、実行することにより実現される。
【００３３】
　ステップＳ２０１では、ＣＰＵ１０１は、記録媒体２００に記録されている静止画が表
示部１１３に一覧表示され、ユーザが操作部１１０を介して登録したい顔が存在する静止
画を選択する。そして、選択された静止画が表示部１１３に表示される。
【００３４】
　ステップＳ２０２では、ＣＰＵ１０１は、顔認識部１１１ａにより表示部１１３に表示
されている静止画から顔が認識されたか否かを判定する。判定の結果、顔が認識された場
合はステップＳ２０３に進み、認識されなかった場合は、本処理を終了する。なお、顔認
識部１１１ａが１つ以上の顔を認識した場合は、認識した顔の領域を強調表示する。図３
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（ａ）はステップＳ２０３で表示部１１３に表示される画面を例示し、Ｆ１、Ｆ２が顔と
して認識され、枠で囲まれて強調表示されている。
【００３５】
　ステップＳ２０４では、ＣＰＵ１０１は、表示部１１３に表示されている認識された顔
の中から、ユーザが操作部１１０を介して登録したい顔を選択する。
【００３６】
　ステップＳ２０５では、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２０４で選択された顔の顔情報が
、顔登録用メモリ１１２に登録される。顔情報には、顔認識部１１１ｂが抽出した、目、
鼻、口等の特徴量を含む。
【００３７】
　ステップＳ２０５で顔情報が登録された後、ステップＳ２０６では、ＣＰＵ１０１は、
ユーザが顔登録を続けるか否かを選択する画面を表示部１１３に表示する。図３（ｂ）は
ステップＳ２０６で表示部１１３に表示される画面を例示し、「顔登録を続けますか？」
という文字と共に、「続ける」か「終了」かを選択するボタンが表示されている。そして
、図３（ｂ）に示す画面において、「終了する」が選択された場合は、本処理を終了し、
「続ける」が選択された場合は、ステップＳ２０４に戻る。
【００３８】
　このようにして、ユーザが選択した静止画に含まれる人物の顔情報が、顔登録用メモリ
１１２に登録される。図３（ｃ）は、顔登録用メモリ１１２に登録されている顔を確認す
るために表示部１１３に表示される画面を例示している。図３（ｃ）では、顔登録時に顔
情報ごとに割り振られた識別ＩＤ００１、００２と共に、それぞれに対応する顔の画像が
表示されている。このように、登録済みの顔画像を表示することで、ユーザは、顔登録用
メモリ１１２に現在登録されている顔を確認することができる。
【００３９】
　＜画像記録処理＞次に、図４を参照して、本実施形態の画像記録処理について説明する
。
【００４０】
　なお、図４の処理は、撮像装置１００の電源がオンされたときに開始され、ＣＰＵ１０
１が、ＲＯＭ１０６に格納されたプログラムを、ＲＡＭ１０５のワークエリアに展開し、
実行することにより実現される。
【００４１】
　ステップＳ４０１では、ＣＰＵ１０１は、ユーザが操作部１１０を介して撮影モードを
設定する。なお、前回電源がオフされたときのモードを記憶しておき、今回電源がオンさ
れたときにデフォルトモードとして設定しても良い。
【００４２】
　ステップＳ４０２では、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ４０１で設定された撮影モードが
、プリＲＥＣダイジェスト動画記録モードであるか否かを判定する。ここでプリＲＥＣダ
イジェスト動画記録モードであった場合はステップＳ４０３に進み、プリＲＥＣダイジェ
スト動画記録モードでない場合はステップＳ４１３に進み、ＣＰＵ１０１は設定された撮
影モードに応じた処理を行い、処理を終了する。
【００４３】
　ステップＳ４０３では、ＣＰＵ１０１は、予め設定された期間、動画信号処理回路１０
８で生成されるプリＲＥＣ動画をＲＡＭ１０５にバッファリングする。
【００４４】
　ステップＳ４０４では、ＣＰＵ１０１は、静止画の記録開始指示が入力される、すなわ
ち撮影スイッチ１０９が操作されるまで待ち、記録開始指示が入力された場合はステップ
Ｓ４０５に進む。
【００４５】
　ステップＳ４０５では、ＣＰＵ１０１は、プリＲＥＣ動画のバッファリングを停止し、
ステップＳ４０６に進む。
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【００４６】
　ステップＳ４０６では、ＣＰＵ１０１は、撮像素子１０２で撮像され、静止画信号処理
回路１０７で生成された静止画のデータを静止画ファイルとして記録媒体２００に記録す
る。
【００４７】
　ステップＳ４０７では、ＣＰＵ１０１は、顔登録用メモリ１１２に顔が登録されている
か否かを判定する。判定の結果、顔が登録されている場合はステップＳ４０８に進み、登
録されていない場合はステップＳ４０８に進む。
【００４８】
　ステップＳ４０８では、ＣＰＵ１０１は、記録媒体２００に記録されている静止画ファ
イルを読み出し、読み出した静止画ファイルのデータに対して顔認識部１１１ａが顔認識
を行う。
【００４９】
　ステップＳ４０９では、ＣＰＵ１０１は、顔判別部１１１ｂが、顔認識部１１１ａが認
識した顔の中に、顔登録用メモリ１１２に登録されている顔と一致する顔があるか否かを
判定する。一致するか否かの判定は、顔認識部１１１ａが認識し顔抽出した顔情報と、顔
登録用メモリ１１２に登録されている顔情報とを比較し、それらの類似度が基準値より高
いか否かによって判定する。ここで、一致する顔がない場合は、処理を終了し、一致する
顔がある場合はステップＳ４１０に進む。
【００５０】
　ステップＳ４１０では、ＣＰＵ１０１は、記録媒体２００に既にダイジェスト動画が存
在するか否かを判定する。判定の結果、ダイジェスト動画が存在する場合はステップＳ４
１１に進み、存在しない場合はステップＳ４１２に進む。
【００５１】
　ステップＳ４１１では、ＣＰＵ１０１は、動画信号処理回路１０８が、ＲＡＭ１０５に
バッファリングされたプリＲＥＣ動画を、記録媒体２００に既に存在するダイジェスト動
画の後に連結し、１つのダイジェスト動画として記録媒体２００に記録する。
【００５２】
　ステップＳ４１２では、ＣＰＵ１０１は、動画信号処理回路１０８がＲＡＭ１０５にバ
ッファリングされたプリＲＥＣ動画に対して所定の信号処理を行い、ダイジェスト動画の
最初の動画として記録媒体２００に記録する。
【００５３】
　このように、顔登録用メモリ１１２に登録されている顔と一致する顔が静止画の中に存
在した場合に、プリＲＥＣ動画を連結して記録することで、特定の被写体に着目した動画
を生成することができる。さらに、静止画記録後すぐにプリＲＥＣ動画を連結して記録す
るため、ユーザによる動画編集作業を必要とせず、静止画撮像後すぐに確認することがで
きる。
【００５４】
　なお、本実施形態では、静止画の記録開始指示が入力されると、撮像された静止画を記
録媒体２００に記録する前に、ＲＡＭ１０５へのバッファリングを停止している。すなわ
ち、静止画記録開始指示よりも所定時間遡った時点から静止画記録開始指示までの期間を
プリＲＥＣ期間としている。しかしながら、撮像された静止画を記録媒体２００に記録し
た後、ＲＡＭ１０５へのバッファリングを停止しても良い。すなわち、静止画記録開始指
示よりも所定時間遡った時点から静止画記録時点までの期間をプリＲＥＣ期間としても良
い。この場合は、図４中のステップＳ４０５とＳ４０６の順序を反対にすることにより実
現できる。
【００５５】
　［実施形態２］以下に、本発明に係る実施形態２について説明する。
【００５６】
　実施形態１では、顔判別部１１１ｂによって既に顔登録されている特定の被写体が静止
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画に写っていると判定された場合にプリＲＥＣ動画を連結して記録する一方、特定の被写
体が写っていないと判定されたプリＲＥＣ動画は記録媒体２００には記録されない。
【００５７】
　しかしながら、再生時の状況、例えば時間がある場合には、全てのプリＲＥＣ動画が連
結されたダイジェスト動画を再生し、時間がない場合には特定の被写体が写っているプリ
ＲＥＣ動画のみを連結したダイジェスト動画を再生したいという要求もあり得る。また、
静止画の撮影条件が悪いと顔判別部１１１ｂが誤判定することも考えられ、顔登録されて
いる被写体が写っているにもかかわらず、プリＲＥＣ動画が連結して記録されないことも
起こりうる。
【００５８】
　このようなユーザの要求や顔判別部１１１ｂの誤判定に備えるためには、特定の被写体
が写っているプリＲＥＣ動画のみを連結したダイジェスト動画とは別に、プリＲＥＣ動画
を全て残しておくことが有効である。
【００５９】
　そこで、本実施形態では、特定の被写体が写っているプリＲＥＣ動画のみを連結したダ
イジェスト動画とは別に、既に登録されている顔と一致する顔が静止画中に存在しない場
合であっても、プリＲＥＣ動画を連結して記録するように構成している。
【００６０】
　なお、以下の説明において、既に登録されている顔と一致する顔が静止画中に存在する
場合に記録媒体２００に記録されるダイジェスト動画を第１ダイジェスト動画、一致する
顔が存在するか否かにかかわらず、記録媒体２００に記録されるダイジェスト動画を第２
ダイジェスト動画という。
【００６１】
　まず、図５を参照して、本実施形態の静止画記録処理および動画記録処理について説明
する。
【００６２】
　なお、図５の処理は、撮像装置１００の電源がオンされたときに開始され、ＣＰＵ１０
１が、ＲＯＭ１０６に格納されたプログラムを、ＲＡＭ１０５のワークエリアに展開し、
実行することにより実現される。また、本実施形態を実現する装置構成は、図１と同様で
ある。
【００６３】
　図５におけるステップＳ５０１～Ｓ５０９、Ｓ５１６は、図４のステップＳ４０１～Ｓ
４０９、Ｓ４１３と同様の処理であるため説明を省略する。
【００６４】
　ステップＳ５０９で、顔認識部１１１ａが認識した顔の中に、顔登録用メモリ１１２に
登録されている顔と一致する顔がある場合はステップＳ５１０に進み、一致する顔がない
場合はステップＳ５１３に進む。
【００６５】
　ステップＳ５１０では、ＣＰＵ１０１は、記録媒体２００に既に第１ダイジェスト動画
が存在するか否かを判定する。判定の結果、第１ダイジェスト動画が存在する場合はステ
ップＳ５１１に進み、存在しない場合はステップＳ５１２に進む。
【００６６】
　ステップＳ５１１では、ＣＰＵ１０１は、動画信号処理回路１０８がＲＡＭ１０５にバ
ッファリングされたプリＲＥＣ動画を、記録媒体２００に既に存在する第１ダイジェスト
動画の後に連結し、１つの第１ダイジェスト動画として記録媒体２００に記録する。
【００６７】
　ステップＳ５１２では、ＣＰＵ１０１は、動画信号処理回路１０８がＲＡＭ１０５にバ
ッファリングされたプリＲＥＣ動画に対して所定の信号処理を行い、第１ダイジェスト動
画の最初の動画として記録媒体２００に記録する。
【００６８】
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　ステップＳ５１３では、ＣＰＵ１０１は、記録媒体２００に既に第２ダイジェスト動画
が存在するか否かを判定する。判定の結果、第２ダイジェスト動画が存在する場合はステ
ップＳ５１４に進み、存在しない場合はステップＳ５１５に進む。
【００６９】
　ステップＳ５１４では、ＣＰＵ１０１は、動画信号処理回路１０８がＲＡＭ１０５にバ
ッファリングさたプリＲＥＣ動画を、記録媒体２００に既に存在する第２ダイジェスト動
画の後に連結し、１つの第２ダイジェスト動画として記録媒体２００に記録する。
【００７０】
　ステップＳ５１５では、ＣＰＵ１０１は、動画信号処理回路１０８がＲＡＭ１０５にバ
ッファリングされたプリＲＥＣ動画に対して所定の信号処理を行い、第２ダイジェスト動
画の最初の動画として記録媒体２００に記録する。
【００７１】
　このように、第１ダイジェスト動画と第２ダイジェスト動画の両方を記録することで、
再生時にユーザが第１ダイジェスト動画あるいは第２ダイジェスト動画のどちらを再生す
るかを選択することができる。また、顔判別部１１１ｂの誤判定などによって所望の第１
ダイジェスト動画が得られなかった場合でも、第１ダイジェスト動画に連結されなかった
動画部分を第２ダイジェスト動画で確認することができる。
【００７２】
　［実施形態３］以下に、本発明に係る実施形態３について説明する。
【００７３】
　本実施形態では、特定の被写体が写っているプリＲＥＣ動画に付帯情報を付与し、マッ
プファイルに記録するように構成している。
【００７４】
　図６は実施形態３の撮像装置１００の構成を示しており、図１の構成にマップファイル
記録部１１６が追加されている。マップファイル記録部１１６は、連続再生用タグなどの
付帯情報と、静止画、プリＲＥＣ動画、ダイジェスト動画を関連付けたマップファイルを
生成し、記録する。ここで、連続再生用タグとは、連続して再生するプリＲＥＣ動画を判
定するために、該当するプリＲＥＣ動画に付与されるタグのことである。
【００７５】
　ここで、図７を参照して、マップファイル記録部１１６が記録するマップファイルにつ
いて説明する。
【００７６】
　マップファイルには、プリＲＥＣダイジェスト動画記録モードで記録された静止画名７
０１、各静止画に対応するプリＲＥＣ動画名７０２、ダイジェスト動画名７０３、各プリ
ＲＥＣ動画のダイジェスト動画内時間７０４、各プリＲＥＣ動画に付与されている連続再
生用タグ７０５が関連付けて記録されている。
【００７７】
　静止画ＪＰＧ１～３はプリＲＥＣダイジェスト動画記録モードで記録された静止画であ
り、プリＲＥＣ動画ＭＯＶ１～３はそれぞれ静止画ＪＰＧ１～３の記録開始指示時点より
も所定時間遡った時点から記録開始指示時点までのプリＲＥＣ動画である。所定時間は、
図７では４秒間に設定されている。また、プリＲＥＣ動画ＭＯＶ１～３はダイジェスト動
画ｃｏｎｎｅｃｔＭＯＶ００１に連結されている。プリＲＥＣ動画ＭＯＶ１～３はそれぞ
れ、ダイジェスト動画ｃｏｎｎｅｃｔＭＯＶ００１の０：００～０：０４、０：０４～０
：０８、０：０８～０：１２の期間に連結されている。さらに、既に登録されている顔と
一致する顔が写っていると判定された静止画がＪＰＧ１、ＪＰＧ３である場合、対応する
プリＲＥＣ動画ＭＯＶ１、ＭＯＶ３に連続再生用タグＴＡＧ００１が付与される。そして
、既に登録されている顔と一致する顔が写っているプリＲＥＣ動画のみを再生する場合は
、マップファイルに記録されている連続再生用タグ７０５とダイジェスト動画内時間７０
４との関連付けを行い、ダイジェスト動画の該当する部分のみを連続して再生する。例え
ば図７に示すマップファイルが記録されている場合、まず、既に登録されている顔と一致
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する顔が写っているプリＲＥＣ動画に付与されている連続再生用タグＴＡＧ００１を参照
する。次に、図７に示すマップファイルを参照して、連続再生用タグＴＡＧ００１が付与
されているプリＲＥＣ動画ＭＯＶ１、ＭＯＶ３を参照する。そして、プリＲＥＣ動画ＭＯ
Ｖ１、ＭＯＶ３に対応するダイジェスト動画ｃｏｎｎｅｃｔＭＯＶ００１と、ダイジェス
ト動画ｃｏｎｎｅｃｔＭＯＶ００１内の時間０：００～０：０４、０：０８～０：１２を
参照し、参照された動画部分を連続して再生する。
【００７８】
　以下に、図８を参照して、本実施形態の静止画記録処理および動画記録処理について説
明する。
【００７９】
　なお、図８の処理は、撮像装置１００の電源がオンされたときに開始され、ＣＰＵ１０
１が、ＲＯＭ１０６に格納されたプログラムを、ＲＡＭ１０５のワークエリアに展開し、
実行することにより実現される。
【００８０】
　図８におけるステップＳ８０１～Ｓ８０９、Ｓ８１１～Ｓ８１３、Ｓ８１５は、図４の
ステップＳ４０１～Ｓ４１３と同様の処理であるため説明を省略する。
【００８１】
　ステップＳ８０９で、顔認識部１１１ａが認識した顔の中に、顔登録用メモリ１１２に
登録されている顔と一致する顔がある場合はステップＳ８１０に進み、一致する顔がない
場合はステップＳ８１１に進む。
【００８２】
　ステップＳ８１０では、動画信号処理回路１０８がプリＲＥＣ動画に連続再生用タグを
付与する。
【００８３】
　ステップＳ８１４では、ＣＰＵ１０１は、マップファイル記録部１１６により、静止画
、プリＲＥＣ動画、ダイジェスト動画、プリＲＥＣ動画に付与された連続再生用タグがマ
ップファイルとしてまとめて記録される。
【００８４】
　このように、既に登録されている顔と一致する顔が静止画中に存在した場合のみ、プリ
ＲＥＣ動画に連続再生用タグを付与し、マップファイルに記録することで、特定の被写体
に着目した動画のみを再生することができる。また、本実施形態では、記録されるダイジ
ェスト動画は１つであるため、実施形態２に比べて、記録媒体２００を占めるデータ容量
は少なくて済む。
【００８５】
　なお、上述した各実施形態では、静止画記録開始指示後、静止画を記録媒体に記録する
前に、プリＲＥＣ動画のバッファリングを停止している。すなわち、静止画記録開始指示
時点よりも所定時間遡った時点から静止画記録開始指示時点までの期間をプリＲＥＣ期間
としている。しかしながら、静止画を記録媒体に記録した後、プリＲＥＣ動画のバッファ
リングを停止しても良い。すなわち、静止画記録開始指示時点よりも所定時間遡った時点
から静止画記録時点までの期間をプリＲＥＣ期間としても良い。この処理は、図４のステ
ップＳ４０５とＳ４０６の順序を反対にすることにより実現できる。
【００８６】
　上述した各実施形態では、顔判別部１１１ｂは、顔登録用メモリ１１２に登録されてい
る顔の１つあるいは複数の顔と一致するか否かを判定した。しかし他にも、顔登録用メモ
リ１１２に登録された顔からユーザが顔リストを新たに生成できるようにし、ユーザが選
択した顔リストの中の顔の１つあるいは複数の顔と一致するか否かを判定するようにして
も良い。
【００８７】
　さらに、ユーザが顔リスト選択する際、顔リストを複数選択できるようにしても良い。
この場合、ユーザが選択した顔リストごとに、各顔リストに対応したダイジェスト動画を
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生成しても良い。
【００８８】
　［他の実施形態］本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち上
述した実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記
憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（
又はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合
、そのプログラム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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